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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティングデバイスによって実行されると方法を実行するコンピューター実行
可能命令を格納する１つ又は複数のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバ
イスであって、前記方法は、
　コンピューティングデバイスがロック状態のままである間に、
　　多重アクセスレベルロック画面ユーザーインターフェイス中に複数のロック画面ペイ
ンのうちの第１のロック画面ペインを提示するステップであって、前記複数のロック画面
ペインの各々は複数のアクセスレベルのうちの異なるものに関連付けられ、前記複数のア
クセスレベルの各々は前記コンピューティングデバイス上の対応する異なる機能を有し、
前記複数のロック画面ペインの各々は前記対応する異なる機能の種類を示す情報を提供す
る、ステップと、
　　選択入力を受け取るステップと、
　　前記選択入力に応答して、前記コンピューティングデバイスの前記多重アクセスレベ
ルロック画面ユーザーインターフェイス中に第２のロック画面ペインを提示するステップ
と
を含むコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項２】
　前記情報は、前記コンピューティングデバイス上の対応する機能の種類を示すテキスト
を含む請求項１に記載のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
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【請求項３】
　前記選択入力は前記コンピューティングデバイスのタッチスクリーン上での１つ又は複
数の水平方向のジェスチャーを含み、前記第２のロック画面ペインを提示するステップは
、前記第２のロック画面ペインを前記タッチスクリーンの表示領域内へと水平方向に移動
させるステップ含む請求項１に記載のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デ
バイス。
【請求項４】
　前記第２のロック画面ペインはそれぞれのアクセスレベルの視覚的インジケーターを含
む請求項１に記載のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項５】
　前記方法は、
　前記第２のロック画面ペインを介してロック解除入力を受け取るステップと、
　前記第２のロック画面ペインに関連付けられるアクセスレベルに対応する前記コンピュ
ーティングデバイス上の機能を有効にするのに前記ロック解除入力が十分であるか否かを
判定するステップと
をさらに含む請求項１に記載のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス
。
【請求項６】
　前記方法は、前記判定に基づいて、前記第２のロック画面ペインに関連付けられる前記
アクセスレベルに関連付けられる機能を有効にするステップをさらに含む請求項５に記載
のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項７】
　前記ロック解除入力がパスワード入力を含む請求項５に記載のコンピューター読み取り
可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項８】
　前記ロック解除入力がタッチスクリーン入力を含む請求項５に記載のコンピューター読
み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項９】
　前記複数のアクセスレベルはフルアクセスレベル及び複数の部分的アクセスレベルを含
み、前記部分的アクセスレベルは基本アクセスレベル及び拡張アクセスレベルを含み、前
記拡張アクセスレベルに関連付けられる機能は前記基本アクセスレベルに関連付けられる
機能よりも多く前記フルアクセスレベルに関連付けられる機能よりも少ない請求項１に記
載のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項１０】
　前記基本アクセスレベルに関連付けられる前記機能は通話機能を含む請求項９に記載の
コンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項１１】
　前記複数のアクセスレベルのうちの少なくとも１つはユーザー定義可能なアクセスレベ
ルである請求項１に記載のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項１２】
　前記ユーザー定義可能なアクセスレベルに関連付けられる機能はユーザーによって選択
される少なくとも１つのリソースへのアクセスを含む請求項１１に記載のコンピューター
読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのリソースはアプリケーションを含む請求項１２に記載のコンピュ
ーター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのリソースはアプリケーションのグループを含む請求項１２に記載
のコンピューター読み取り可能なメモリー又は記憶デバイス。
【請求項１５】
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　モバイルコンピューティングデバイスがロック状態のままである間に、
　　表示領域を有する前記モバイルコンピューティングデバイスのタッチスクリーン上で
、複数のロック画面ペインを含むグラフィカルユーザーインターフェイス中にデフォルト
のロック画面ペインを表示するステップであって、前記デフォルトのロック画面ペインは
デフォルトのアクセスレベルに関連付けられ、前記デフォルトのロック画面ペインは前記
モバイルコンピューティングデバイスがロック状態にあることの視覚的指示を含む、ステ
ップと、
　　前記タッチスクリーン上でのジェスチャー入力を含む選択入力を受け取るステップと
、
　　前記選択入力に基づいて前記デフォルトのロック画面ペイン以外のロック画面ペイン
を選択するステップと、
　　表示されるロック画面ペインを前記デフォルトのロック画面ペインから前記選択され
たロック画面ペインに変更するステップであって、前記選択されたロック画面ペインは前
記デフォルトのアクセスレベルとは異なるアクセスレベルに関連付けられ、前記異なるア
クセスレベルは前記コンピューティングデバイス上の対応する機能を有し、前記選択され
たロック画面ペインは前記対応する機能の種類を示す情報を提供する、ステップと、
　　前記選択されたロック画面ペインにおいてロック解除入力を受け取るステップと、
　　前記選択されたロック画面ペインに関連付けられるアクセスレベルに対応する前記モ
バイルコンピューティングデバイス上の機能を有効にするのに前記ロック解除入力が十分
であるか否かを判定するステップと、
　前記判定に応答して前記ロック状態を終了するステップと、
　前記ロック状態が終了したことの視覚的指示を前記表示領域に表示するステップと、
　前記選択されたロック画面ペインに関連付けられるアクセスレベルに対応する機能を有
効にするステップと
を含むコンピューターにより実施される方法。
【請求項１６】
　前記情報は、前記コンピューティングデバイス上の対応する機能の種類を示すテキスト
を含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２のロック画面ペインが提示される場合に前記第１のロック画面ペインが前記ユ
ーザーインターフェイスから除去される請求項１に記載のコンピューター読み取り可能な
メモリー又は記憶デバイス。
【請求項１８】
　１つ又は複数のプロセッサーと、
　ディスプレイと、
　前記１つ又は複数のプロセッサーによって実行されると方法を実行するコンピューター
実行可能命令を格納する１つ又は複数のコンピューター読み取り可能なメモリーであって
、前記方法は、
　コンピューティングデバイスがロック状態のままである間に、
　　前記ディスプレイ上でユーザーインターフェイス中にデフォルトのロック画面ペイン
を提示するステップであって、前記デフォルトのロック画面ペインは前記コンピューティ
ングデバイスの機能へのデフォルトのアクセスレベルに関連付けられる、ステップと、
　　第１の選択入力を受け取るステップと、
　　前記第１の選択入力に応答して、前記ディスプレイ上で前記ユーザーインターフェイ
ス中に第２のロック画面ペインを提示するステップであって、前記第２のロック画面ペイ
ンは前記コンピューティングデバイスの機能への第１の制限されたアクセスレベルに関連
付けられ、前記第１の制限されたアクセスレベルは前記デフォルトのレベルよりも少ない
機能へのアクセスを提供し、前記第２のロック画面ペインは前記コンピューティングデバ
イスの機能の種類を示す情報を提供する、ステップと、
　　第２の選択入力を受け取るステップと、
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　　前記第２の選択入力に応答して、前記コンピューティングデバイスの前記ユーザーイ
ンターフェイス中に第３のロック画面ペインを提示するステップであって、前記第３のロ
ック画面ペインは前記コンピューティングデバイスの機能への第２の制限されたアクセス
レベルに関連付けられ、前記第２の制限されたアクセスレベルは前記デフォルトのレベル
よりも少ない機能へのアクセスを提供し、前記第３のロック画面ペインは前記コンピュー
ティングデバイスの機能の種類を示す情報を提供する、ステップと
を含む、１つ又は複数のコンピューター読み取り可能なメモリーと
を備えるコンピューティングデバイス。
【請求項１９】
　前記情報は、前記コンピューティングデバイスの機能の種類を示すテキストを含む請求
項１８に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２０】
　前記第１及び第２の制限されたアクセスレベルは、通話機能、メッセージ機能又はウェ
ブブラウジング機能のうちの少なくとも１つを含む機能に関連付けられる請求項１８に記
載のコンピューティングデバイス。
【請求項２１】
　前記方法は、
　前記コンピューティングデバイスのタッチスクリーン上での１つ又は複数のジェスチャ
ーを含むロック解除入力を受け取るステップと、
　前記第１のアクセスレベルに関連付けられる前記第２の制限された機能を有効にするの
に前記ロック解除入力が十分であるか否かを判定するステップと
をさらに含む請求項１８に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２２】
　前記第２のロック画面ペインが提示される場合に前記デフォルトのロック画面ペインが
前記ユーザーインターフェイスから除去され、前記第３のロック画面ペインが提示される
場合に前記第２のロック画面ペインが前記ユーザーインターフェイスから除去される請求
項１８に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２３】
　前記デフォルトのロック画面ペイン、前記第２のロック画面ペイン及び前記第３のロッ
ク画面ペインの各々は、それぞれのロック画面ペインが関連付けられる機能を表すインジ
ケーターを含む請求項１８に記載のコンピューティングデバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多重アクセスレベルロック画面に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セキュリティ、プライバシー及び利便性を両立させることはコンピューティングデバイ
スの設計の重要な部分となっている。例えば、スマートフォンなどのモバイルコンピュー
ティングデバイスの増え続ける機能は、そのようなデバイスを、複数のユーザー間で共有
される可能性を高くしている。一般的な状況は、ユーザーが家族や友人のグループにいて
、グループ内の誰かが、ビデオを見たり、画像を見たり、音楽を聴いたり、ゲームをプレ
イしたり、電話をかけたり、メッセージを送信したり、インターネット上で情報を検索し
たりするために、ユーザーのデバイスを借りる場合に生じる。他方、モバイルコンピュー
ティングデバイスの高レベルの機能（及び多くのユーザーが自分のデバイスに対して持っ
ている高い信用と信頼）もまた、このようなデバイスを、機密情報を保持し、それらが誤
用された場合にセキュリティ上のリスクをもたらすものとなる可能性を高くしている。多
くのユーザーは、セキュリティやプライバシーを損なうことなく、自身のデバイスを共有
できることを望んでいる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　コンピューティングデバイスのセキュリティ、プライバシー及び利便性を両立するのに
際して様々な進展がなされたが、改善の余地が残っている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書に記載された技術は、不必要にセキュリティやプライバシーを損なうことなく
、特定のタスクのためにコンピューティングデバイスへのアクセスを提供することに関連
する。本明細書に記載の実施例では、多重アクセスレベルロック画面システム（multiple
-access-level lock screen system）は、異なるレベルの機能がコンピューティングデバ
イス上でアクセスされることを可能にする。異なるロック画面ペイン（lock screen pane
s）は、デバイス上での異なるレベルの機能へのアクセスを提供する。例えば、デバイス
がロック状態にあるときに、ユーザーは、（例えば、タッチスクリーン上で１つ又は複数
のジェスチャーを行うことによって）フルアクセスロック画面ペインを選択し、デバイス
を完全にロック解除させる入力を提供することができ、又は、ユーザーは、部分的アクセ
スロック画面ペイン（partial-access lock screen pane）を選択して、特定のリソース
（例えば、特定のアプリケーション、接続されたデバイス、ドキュメントなど）のみをア
クセスできるようにする入力を提供することができる。ロック画面ペインはまた、イベン
トに応答して（例えば、自動的に）選択することができる。例えば、デバイスがロック状
態にあるとき、メッセージアクセスロック画面ペイン（messaging access lock screen p
ane）は、受信メッセージに応答して自動的に選択することができ、ユーザーは、メッセ
ージアプリケーションのみをアクセス可能とするメッセージアクセスロック画面ペインに
おける入力を提供することができる。
【０００５】
　本明細書で説明するように、さまざまな他の特徴及び利点を必要に応じて技術に組み込
むことができる。
　上記の及び他の特徴及び利点は、添付の図面を参照して進める開示された実施例につい
ての以下の詳細な説明からより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術の１つ又は複数を実施する
例示的なシステムのブロック図である。
【図２】本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術を実施する例示的な方法の
フローチャートである。
【図３】例示的な多重アクセスレベルロック画面機能の図である。
【図４】例示的な多重アクセスレベルのロック画面の状態図である。
【図５】本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術を実施する別の例示的な方
法のフローチャートである。
【図６】例示的な多重アクセスレベルロック画面機能の図である。
【図７】本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術を実施する別の例示的な方
法のフローチャートである。
【図８】本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術を実施する別の例示的なシ
ステムのブロック図である。
【図９】１つ又は複数の多重アクセスレベルロック画面機能を制御するためのさらなる情
報を受ける例示的なユーザーインターフェイスの図である。
【図１０】本明細書に記載の技術のいずれかを実施するのに適した例示的なコンピューテ
ィング環境のブロック図である。
【図１１】本明細書に記載の技術のいずれかを実施するのに適した例示的なクラウドコン
ピューティング構成のブロック図である。
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【図１２】本明細書に記載の技術のいずれかを実施するのに適した例示的なモバイルデバ
イスのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　例１－例示的な概要
　本明細書に記載された技術は、不必要にセキュリティやプライバシーを損なうことなく
、特定のタスクのためにコンピューティングデバイスへのアクセスを提供することに関す
る。本明細書に記載の実施例では、多重アクセスレベルロック画面システム（multiple-a
ccess-level lock screen system）は、異なるレベルの機能がコンピューティングデバイ
ス上でアクセスされることを可能にする。異なるロック画面ペイン（lock screen panes
）は、デバイス上での異なるレベルの機能へのアクセスを提供する。例えば、デバイスが
ロック状態にあるときに、ユーザーは、（例えば、タッチスクリーン上で１つ又は複数の
ジェスチャーを行うことによって）フルアクセスロック画面ペインを選択し、デバイスを
完全にロック解除させる入力を提供することができ、又は、ユーザーは、部分的アクセス
ロック画面ペイン（partial-access lock screen pane）を選択して、特定のリソース（
例えば、特定のアプリケーション、接続されたデバイス、ドキュメントなど）のみをアク
セスできるようにする入力を提供することができる。ロック画面ペインはまた、イベント
に応答して（例えば、自動的に）選択することができる。例えば、デバイスがロック状態
にあるとき、メッセージアクセスロック画面ペイン（messaging access lock screen pan
e）は、受信メッセージに応答して自動的に選択することができ、ユーザーは、メッセー
ジアプリケーションのみをアクセス可能とするメッセージアクセスロック画面ペインにお
ける入力を提供することができる。
【０００８】
　例２－例示的なリソース
　本明細書に記載の技術は、コンピューティングデバイスを介してアクセス可能なリソー
スへのアクセスを管理するために使用することができる。コンピューティングデバイスを
介してアクセス可能なリソースは、コンピューティングデバイス上に又はコンピューティ
ングデバイスによって格納することができ、コンピューティングデバイスから又はコンピ
ューティングデバイスによって読み取ることができ、又はコンピューティングデバイス上
で又はコンピューティングデバイスによって起動することができる（例えば、デバイス、
情報、アプリケーションなど）任意のものを含んでもよい。例えば、コンピューティング
デバイス上で起動することができるコンピューティングデバイス（例えば、スマートフォ
ン）上に格納されたアプリケーション（例えば、ウェブブラウザー）は、コンピューティ
ングデバイスを介してアクセス可能なリソースである。別の例として、コンピューティン
グデバイス（例えば、スマートフォン）によってアクセス可能なリモートサーバー上に格
納されたドキュメント（例えば、スプレッドシート）は、コンピューティングデバイスを
介してアクセス可能なリソースである。別の例として、コンピューティングデバイス（例
えば、スマートフォン）に統合又は接続される入力デバイス（例えば、ビデオカメラ）は
、コンピューティングデバイスを介してアクセス可能なリソースである。本明細書に記載
された技術及びツールの任意のものは、アプリケーション、デバイス、ドキュメント、画
像、ビデオファイル、オーディオファイルなどのリソースを管理するのを助けることがで
きる。
【０００９】
　例３－例示的なロック状態
　本明細書に記載の任意の実施例において、ロック状態は、ユーザーがアクセスできる機
能がロック画面とインタラクトしてロック状態を終了するためにユーザー入力を提供する
ことに制限される、コンピューティングデバイスのいずれかの状態とすることができる。
ユーザーによって提供された入力に応じて、コンピューティングデバイスは、ユーザー入
力に応答して、ロックされた状態を終了してもよいし、しなくてもよい。例えば、ユーザ
ーは、ロック画面ペインを選択し、コンピューティングデバイスにロック状態を終了させ
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てロック解除状態に入らせるパスワードを提供することにより、ロック状態のコンピュー
ティングデバイスとインタラクトすることができる。パスワードが間違っている場合、コ
ンピューティングデバイスは、ロック状態のまま、パスワードが間違っていることを示す
ためにフィードバック（例えば、視覚的フィードバック）を提供することができる。ロッ
ク解除状態にあるコンピューティングデバイスは、コンピューティングデバイス上のすべ
てのリソースへのアクセス、又はコンピューティングデバイス上のすべてのリソースより
も少ないリソースをユーザーに提供することができる。ロック状態を終了したコンピュー
ティングデバイスはロック解除状態又は他の状態に入ることができる。例えば、ユーザー
がデバイスの電源オフボタンを押すと、コンピューティングデバイスは、ロック状態から
電源オフ状態に入ることができる。
【００１０】
　例４－技術の組み合わせを使用する例示的なシステム
　図１は、本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術の１つ又は複数を実施す
る例示的なシステム１００のブロック図である。この例では、コンピューティングデバイ
ス１０５は、ユーザー入力１１０を受け取る多重アクセスレベルロック画面ツール１２０
を実施する。ユーザー入力１１０は、タッチスクリーン上の１つ又は複数のジェスチャー
などのタッチベースのユーザー入力を含んでもよい。例えば、タッチベースのユーザーイ
ンターフェイス（ＵＩ）システムをもつデバイスオペレーティングシステム（ＯＳ）は、
タッチベースのユーザー入力情報（例えば、速度、方向等のジェスチャー情報）を受信し
、それを解釈し、多重アクセスレベルロック画面ツールに、解釈したタッチベースのユー
ザー入力情報を転送することができる。代替的に、ユーザー入力１１０は、キーボード入
力のような他の入力を含んでもよい。
【００１１】
　多重アクセスレベルロック画面ツール１２０はユーザーにロック画面ペインを提示する
。多重アクセスレベルロック画面ツール１２０は、ロック画面ペインを介してリソース１
３０へのアクセスを管理する。たとえば、多重アクセスレベルロック画面ツール１２０は
、デフォルトのロック画面ペインを提示し、また、ユーザーが他のロック画面ペインを選
択することを可能にする。ロック画面ペインは異なるアクセスレベルに関連付けられる。
たとえば、デフォルトのロック画面ペインは、ほとんど又はすべてのリソース１３０への
アクセスに関連付けられてもよく、他のロック画面ペインはより少ない数のリソース１３
０へのアクセスに関連付けられてもよい。ユーザーは、それぞれのアクセスレベルでコン
ピューティングデバイス１０５にアクセスするためにロック画面ペインにおいてユーザー
入力１１０を提供することができる。多重アクセスレベルロック画面ツールは、ディスプ
レイにレンダリング情報を送ることができるデバイスのＯＳにロック画面情報（例えば、
選択されたロック画面ペインを識別する情報）を送信することができる。このようなレン
ダリング情報は、ディスプレイ上でＵＩの変更（例えば、１つロック画面ペインから別の
ものへの移行、ロック状態からロック解除状態への移行など）をアニメートするために使
用することができる。ロック画面ペイン及びアクセスレベルは、本明細書の他の実施例に
おいてさらに詳細に説明される。
【００１２】
　実際には、システム１００のような本明細書に示されるシステムは、さらなる機能を有
し、システムコンポーネント間により複雑な関係を有するなど、より複雑なものとなり得
る。本明細書に記載の技術は、オペレーティングシステムやハードウェアの仕様に対して
汎用であってもよく、説明される特徴を利用するために任意の種々の環境において適用す
ることができる。
【００１３】
　例５－例示的なロック画面
　本明細書に記載の任意の実施例において、ロック画面は、デバイスがロックされた状態
にあることを示す任意の視覚的な情報を含んでもよい。例示的には、コンピューティング
デバイスがロック状態にあるとき、ロック画面がコンピューティングデバイスのタッチス
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クリーン又は他のディスプレイに表示される。ロック画面として説明したが、ロック画面
内の視覚情報は、ディスプレイデバイスの全体の画面領域を占有する必要はない。ロック
画面は、表示領域のすべて又は表示領域の一部のみを占めてもよく、ロック画面は他の視
覚情報の上にオーバーレイ（例えば、部分的に透明なオーバーレイ）として提示すること
もできる。例えば、一群の画像がコンピューティングデバイスのタッチスクリーン上に表
示され、コンピューティングデバイスが、その後、（例えば、デバイスが一定時間アイド
ル状態だったときに）ロック状態に入る場合は、ロック画面は表示された画像の上の半透
明のオーバーレイとして提示することができる。
【００１４】
　本明細書に記載の例のいずれにおいても、ロック画面は、異なるアクセスレベルと関連
付けることができる複数のロック画面ペインを有してもよい。ロック画面ペイン及びアク
セスレベルは、本明細書において他の例でさらに詳細に記載される。
【００１５】
　例６－例示的なアクセスレベル
　本明細書に記載の例のいずれにおいても、アクセスレベルは、コンピューティングデバ
イスを介してアクセスできる１つ又は複数のリソース（例えば、アプリケーション、ドキ
ュメントなど）に関連付けられる。異なるロック画面ペインは、通常、異なるアクセスレ
ベルに関連付けられる。例えば、ロック画面ペインは、コンピューティングデバイスを介
してアクセス可能なほとんど又はすべてのリソースへのアクセスを可能にするアクセスレ
ベルと関連付けられてもよく、また、ロック画面ペインは、より少ない数のリソースへの
アクセスを可能にするアクセスレベルに関連付けられてもよい。ロック画面ペインは本明
細書の他の例においてさらに詳細に記載される。
【００１６】
　実際には、アクセスレベルは、任意の数の方法（例えば、どのリソースが特定のアクセ
スレベルでアクセス可能であるかを示す情報を格納するデータストア内）で示すことがで
き、任意のタイプの任意の数のリソースに関連付けることができる。説明を容易にするた
めに、いくつかのアクセスレベルは、「アクセスレベル１」、「アクセスレベル２」など
のように本明細書における例において記載される。実際にはそのような関係が存在し得る
が、そのようなラベルは必ずしもアクセスレベル間の階層的又は連続的関係を意味するも
のではない。例えば、「アクセスレベル１」としてラベル付けされるアクセスレベルは、
コンピューティングデバイス上のすべてのリソースへのフルアクセスに関連付けられても
よく、「アクセスレベル２」としてラベル付けされるアクセスレベルは、コンピューティ
ングデバイス上のすべてのリソースよりも少ないリソースへのアクセスに関連付けられて
もよく、「アクセスレベル３」としてラベル付けされるアクセスレベルは、「アクセスレ
ベル２」に関連付けられるリソースのうちの単一のリソース（例えば、単一のアプリケー
ション）に関連付けられてもよい。代替的に、「アクセスレベル１」、「アクセスレベル
２」及び「アクセスレベル３」は、それぞれ、異なる個々のリソースに関連付けることが
できる。アクセスレベルはまた、他の方法でラベル付け及び／又は互いに関連付けること
ができる。たとえば、アクセスレベルは「フルアクセス」、「拡張（エンハンスト、enha
nced）アクセス」、「基本（ベーシック、basic）アクセス」のようにラベル付けするこ
とができ、「フルアクセス」はすべての機能へのアクセスを提供し、 「拡張アクセス」
はほとんどの機能（しかしすべてではない）へのアクセスを提供し、「基本アクセス」は
スマートフォンで電話をする能力などの基本的な機能へのアクセスを提供する。
【００１７】
　記載された技術及びツールは任意の数のアクセスレベルを使用することができ、アクセ
スレベルは、任意の数のリソースへのアクセスを提供することができる。アクセスレベル
とアクセスレベルに関連付けられるリソースの数は、（例えば、ユーザー設定に基づいて
）調整することができる。
【００１８】
　例７－例示的なロック画面ペイン
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　本明細書に記載する例のいずれにおいても、ロック画面ペインは、アクセスレベルに関
連付けられるロック画面における任意の視覚的な情報であってもよい。本明細書に記載の
実施例において、ロック画面は、複数のロック画面ペインを備えており、各ロック画面ペ
インはなるアクセスレベルに関連付けられる。
【００１９】
　一般的に、ロック画面ペインは選択可能である。ロック画面ペインは、ユーザー入力（
例えば、タッチスクリーン入力）に応じて選択することができる。例えば、第１のアクセ
スレベルに関連付けられる初期ロック画面ペイン（例えば、コンピューティングデバイス
がロック状態に入ったときに表示されるデフォルトのロック画面ペイン）から出発して、
ユーザーは、他のアクセスレベルに関連付けられる他のロック画面ペインを選択するため
に、タッチスクリーンジェスチャー（例えば、右又は左へのジェスチャー）や他の入力を
使用することができる。ロック画面ペインはまた、イベント（例えば、受け取られるテキ
ストメッセージ）に応答して選択することができる。例えば、ロック状態にあるコンピュ
ーティングデバイスは、新しいメッセージが検出されたときにメッセージアプリケーショ
ンのみへのアクセスを許可するアクセスレベルに関連付けられるロック画面ペインを表示
することができる。ロック画面ペインはまた、ユーザー入力及びイベントの組み合わせに
応じて選択することができる。例えば、ロック画面は、特定のイベントが発生したときに
選択可能になるが、そのイベントが発生したときに自動的に選択されない、ロック画面ペ
インを有してもよい。ここで、ユーザーは、例えば、新たに利用可能なロック画面ペイン
にナビゲートするためのタッチスクリーン上のジェスチャーを使って、新たに利用可能な
ロック画面ペインを選択することができる。
【００２０】
　ロック画面ペインは、表示領域において、一度に１つ、又は複数が可視となってもよい
。例えば、ユーザーは、表示領域において一度に１つ表示される異なるロック画面ペイン
にわたってパンすることができ、また、ユーザーは、表示領域において同時に他のロック
画面ペインとともに表示されるロック画面ペインを、（例えば、タッチスクリーン上のタ
ップジェスチャーによって）選択することができる。コンピューティングデバイスがロッ
ク状態にあるとき、ロック画面ペインは、いつも表示されていなくてもよい。
【００２１】
　ロック画面ペインの視覚情報は、表示領域のすべて又は表示領域の一部のみを占めても
よく、ロック画面ペインは、他の視覚情報の上にオーバーレイ（例えば、部分的に透明な
オーバーレイ）として提示することができる。例えば、一群の画像が、ロック解除状態に
あるコンピューティングデバイスのタッチスクリーン上に表示される場合、コンピューテ
ィングデバイスは、その後、（例えば、デバイスが一定時間アイドル状態になったときに
）ロック状態に入り、ロック画面ペインは、表示された画像の上に半透明のオーバーレイ
として表示することができる。
【００２２】
　記載された技術及びツールは、任意の構成で任意の数のロック画面ペインをもつロック
画面を使用することができ、ロック画面ペインは任意の数のアクセスレベルに関連付ける
ことができる。
【００２３】
　例８－技術の組み合わせを適用する例示的な方法
　図２は、本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術のうちの１つ又は複数を
実施する例示的な方法２００のフローチャートであり、例えば、図１に示すようなシステ
ムで実施することができる。本明細書に記載の技術は、オペレーティングシステムやハー
ドウェアの仕様に対して汎用なものとすることができ、説明した機能を利用するために任
意の種々の環境に適用することができる。
【００２４】
　２１０において、コンピューティングデバイスは、コンピューティングデバイスのタッ
チスクリーンにおいて１つ又は複数のジェスチャーを含む選択入力を受け取る。例えば、
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ユーザーは、ロックされた状態のコンピューティングデバイスのタッチスクリーン上でジ
ェスチャーを行う。２２０において、選択入力に応答して、コンピューティングデバイス
は、多重アクセスレベルロック画面ユーザーインターフェイスにおいて複数のロック画面
ペインのうちの第１のロック画面ペインを選択する。複数のロック画面ペインの各ロック
画面ペインは異なるアクセスレベルに関連付けられ、各アクセスレベルは、コンピューテ
ィングデバイス上の対応する異なる機能（例えば、異なるリソースのセットへのアクセス
）を有している。たとえば、３つのロック画面ペインを持つロック画面において、ユーザ
ーは、表示領域にロック画面ペインを持ってくるために、左又は右に、ドラッグジェスチ
ャーやパンジェスチャーを行う。ユーザーはまた、タップジェスチャーなど、他のジェス
チャーを使用することができる。例えば、いくつかのロック画面ペインが表示領域に表示
される場合、ユーザーは、所望のロック画面ペインに対する好みを示すために、所望のロ
ック画面ペインによって占有されるタッチスクリーンの一部においてタップジェスチャー
を使用することができる。２３０において、コンピューティングデバイスは、選択に応答
して、第１のロック画面ペインを表示する。本明細書の実施例のいずれにおいても、上述
したようなステップを、（例えば、さらなるロック画面ペインを選択及び／又は表示する
ために）繰り返すことができる。
【００２５】
　方法２００や本明細書に記載された任意の方法は、１つ又は複数のコンピューター読み
取り可能な媒体（例えば、記憶装置や他の有形の媒体）、又は１つ又は複数のコンピュー
ター読み取り可能な記憶装置に格納された、コンピューター実行可能命令によって実施す
ることができる。
【００２６】
　例９－例示的な多重アクセスレベルロック画面機能
　図３は、例えば図１に示すようなシステムにおいて実施することができる例示的な多重
アクセスレベルロック画面機能の概念図である。本明細書に記載の多重アクセスレベルロ
ック画面機能の任意のものは、１つ又は複数のコンピューター読み取り可能な媒体（例え
ば、記憶装置又は他の有形の媒体）、又は１つ又は複数のコンピューター読み取り可能な
記憶装置に格納されたコンピューター実行可能命令で実施することができる。
【００２７】
　図３に示す例によれば、多重アクセスレベルロック画面は、フルアクセスロック画面ペ
イン３１０、電話アクセスロック画面ペイン３１２及びウェブアクセスロック画面ペイン
３１４を含む。ロック画面ペイン３１０、３１２、３１４の各々は、テキストボックス３
２０、３２２、３２４においてユーザー入力（例えば、パスワード）を受け取ることがで
きる。そのようなユーザー入力は、本明細書の他の実施例においてさらに詳細に記載され
るロック解除入力と呼ぶことができる。ロック解除入力がデバイスによって受け取られる
場合、それぞれのロック画面ペインに関連付けられるアクセスレベルに対応するリソース
のセットに関してデバイスにロック解除させることができる。ロック画面ペイン３１０、
３１２、３１４は、同じ入力（例えば、同じパスワード）を受け取ってもよいし、又は異
なる入力（例えば、異なるパスワード）を要求してもよい。ロック画面ペインについての
特定の予期されるロック解除入力はユーザーの好みに基づいて調整することができる。
【００２８】
　図３に示す例によれば、ロック画面ペイン３１０、３１２、３１４におけるロックアイ
コンは、ロック状態の指示（表示、indication）を提供する。また、ロック画面ペイン内
のテキスト（例えば、それぞれ、ロック画面ペイン３１０、３１２、及び３１４における
、「フルアクセス」、「電話アクセス」、「ウェブアクセス」）は、各ロック画面ペイン
に関連付けられるアクセスの種類及びアクセスレベルの指示を提供する。ユーザーは、そ
れぞれのロック画面ペイン間でナビゲートすることにより、所望のアクセスレベルを選択
できる。
【００２９】
　状態３９２において、フルアクセスロック画面ペイン３１０は、タッチスクリーンの表
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示領域３００に示される。左向きの矢印で示すように、ユーザー３０２は、タッチスクリ
ーン上で左方向のジェスチャーを行う。状態３９４は、電話アクセスロック画面ペイン３
１２がジェスチャーに応答して選択されたことを示す。状態３９４において、電話アクセ
スロック画面ペイン３１２は表示領域３００に示される。他のジェスチャーを他の方法で
ロックペイン間をナビゲートするために使用することができる。例えば、状態３９４から
のさらなる左方向のジェスチャーは、ロック画面ペイン３１４を選択させることができる
。別の例として、状態３９４から右方向のジェスチャーは、状態３９２に示されるように
、ロック画面ペイン３１２を再度選択させることができる。
【００３０】
　例１０－ロック画面ペイン間の例示的な移行
　ロック画面ペイン間の移行は様々な方法で提示することができる。たとえば、多重アク
セスレベルロック画面ツールは、選択したロック画面ペインが表示領域において視野内に
完全に持ってこられたときに終了する、スクロール動作によって１つのロック画面ペイン
から別のものへの移行をアニメートすることができる。又は、多重アクセスレベルロック
画面ツールは、移行中にスクロールすることなく、選択されたロック画面ペインに直接ジ
ャンプすることができる。このようなジャンプは、滑らかな視覚的移行のために、配合効
果（ブレンディングエフェクト、blending effects）、フェードイン／フェードアウトエ
フェクト等と組み合わせることができる。
【００３１】
　本明細書の実施例のいずれにおいても、画面間の移行は、ユーザーの好み、デバイス特
性（例えば、ディスプレイの特性）等に合わせて調整可能である。
　例１１－多重アクセスレベルロック画面の例示的な状態図
　図４は、例えば図１に示すようなシステムにおいて実施することができる、例示的な多
重アクセスレベルロック画面の例示的な状態図である。
【００３２】
　図４に示す例によれば、ロック状態にあるコンピューティングデバイスは、部分的アク
セスロック画面ペインが表示されるロック状態４１０や、フルアクセスロック画面ペイン
が表示されるロック状態４２０であってもよい。デバイスは、例えば、ロック画面ペイン
を選択させるユーザーの入力やイベントに応答して、ロック画面の状態を切り替えること
ができる。ロック状態４１０から、コンピューティングデバイスが（例えば、部分的アク
セスロック画面ペインにおけるユーザーの正しいパスワードの入力に応答して）ロック解
除された場合、コンピューティングデバイスは、コンピューティングデバイスがロック解
除されるがコンピューティングデバイス上のリソースのサブセットへのアクセスを可能に
するにすぎない、部分的アクセスロック解除状態４３０に入る。ロック状態４２０から、
コンピューティングデバイスが（例えば、フルアクセスロック画面ペインにおけるユーザ
ーの正しいパスワードの入力に応答して）ロック解除される場合、コンピューティングデ
バイスは、コンピューティングデバイスがロック解除されるがリソースの完全なセット（
すなわち、部分的ロック解除状態４３０におけるリソースのサブセットよりも多くのリソ
ース）へのアクセスを可能にする、フルアクセスロック解除状態４４０に入る。
【００３３】
　実際には、多重アクセスレベルロック画面を実施するコンピューティングデバイスは、
図４に示した例示的な状態よりもさらに多くの状態、又は異なる状態で存在することがで
きる。例えば、２つより多くのロック画面ペインをもつ多重アクセスレベルロック画面は
、２つより多くのロック状態及び２つより多くのロック解除状態を有してもよい。別の例
として、コンピューティングデバイスは、ロック解除入力（例えば、パスワード）が、ロ
ック解除状態に入るかどうかを（例えば、予期されるロック解除入力とのパスワードの比
較に基づいて）決定するために処理されている状態などの、中間状態を有してもよい。
【００３４】
　例１２－代表的なロック解除入力
　本明細書に説明した例のいずれにおいても、ロック解除入力は、例えば、パスワード入
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力（例えば、ＰＩＮ又は他のパスワード）、ジェスチャー入力（例えば、特定のパターン
に従うジェスチャー）、オーディオ入力（例えば、音声入力）、バイオメトリック入力（
例えば、指紋入力）又は任意の他の種類の入力であってもよい。通常、ロック解除入力は
デバイスがロック状態にあるときに受け取られる。ロック解除入力は他のタイプの入力と
区別することができる。例えば、多重アクセスレベルロック画面ユーザーインターフェイ
スにおいて、いくつかの種類のジェスチャー入力（例えば、左方向又は右方向のパン又は
ドラッグジェスチャー）はロック画面ペインを選択するための選択入力として解釈するこ
とができる一方、他の種類のジェスチャー入力（例えば、デバイスをロック解除状態に入
らせる特定のパターンに従うジェスチャー入力）はロック解除入力として解釈することが
できる。通常、受け取られたロック解除入力は、（例えば、選択されたロック画面ペイン
に対応するアクセスレベルで）デバイスをロック解除するための予期されるロック解除入
力（例えば、パスワード、ジェスチャーパターン等）を表す値と比較される。受け取られ
たロック解除入力が予期されるロック解除入力と一致した場合、デバイスはロック解除さ
れ、受け取られたロック解除入力が予期されるロック解除入力と一致しない場合、デバイ
スはロックされたままとなる。特定のロック画面ペインの予期されるロック解除入力は、
デフォルトで設定することができ、又はユーザー設定に従って定義もしくは調整すること
ができる。例えば、ユーザーは、１つ又は複数のロック画面ペインがジェスチャー入力、
パスワード入力、又は他の種類のロック解除入力を受け取ることができるように、設定を
調整することができる。ユーザーはまた、予期されるパスワード、予期されるジェスチャ
ーパターンなどを設定したり更新したりすることができる。受け取られるロック解除入力
は、認証を支援するために、他の値へと置き換え又は変換することができる。例えば、ロ
ック画面ペインがジェスチャー入力を受け取る場合、受け取られたジェスチャー入力は、
ユーザーを認証するために使用できるデジタルデータ署名（digital data signature）に
変換できる。
【００３５】
　入力は、それが実際にデバイスをロック解除することに失敗した場合でも、ロック解除
入力と考えることができる。例えば、間違ったパスワードは、それがデバイスのロック解
除に失敗した場合でも、なお、ロック解除入力と考えることができる。デバイスのロック
解除に失敗したロック解除入力は、失敗したロック解除入力と呼ばれてもよく、デバイス
のロック解除に成功したロック解除入力は、成功したロック解除入力と呼ばれてもよい。
【００３６】
　例１３－技術の組み合わせを適用する例示的な方法
　図５は、本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術を実施する例示的な方法
５００のフローチャートであり、例えば、図１に示すようなシステムにおいて実施するこ
とができる。
【００３７】
　５１０において、システムは、コンピューティングデバイスでイベントのインジケータ
ー（指示、指標、indicator）を受け取る。例えば、システムは、新しいテキストメッセ
ージ又は電話など他のイベントのインジケーターを受け取ることができる。５２０におい
て、インジケーターに応答して、システムは、対応する異なる機能を有する異なるアクセ
スレベルに各々が関連付けられる複数のロック画面ペインを含む多重アクセスレベルロッ
ク画面ユーザーインターフェイスにおいて、ロック画面ペインを選択する。このようなロ
ック画面ペインは、イベントトリガーロック画面ペイン（event-triggered lock screen 
pane）と呼ぶことができる。選択されたロック画面ペインは、イベントに関連付けられる
対応する機能を有するアクセスレベルに関連付けられる。例えば、選択されたロック画面
ペインは、メッセージ関連機能（messaging-related functionality）に制限される（例
えば、メッセージアプリケーションなどの特定のアプリケーションの使用に制限される）
機能を持つアクセスレベルに関連付けることができ、イベントは新しいテキストメッセー
ジ又は他のメッセージ関連イベントである。メッセージ関連機能は、例えば、新しいメッ
セージを作成すること、メッセージを読むこと、連絡先リストにおいて連絡先を探すこと
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などを含んでもよい。別の例として、選択されたロック画面ペインは、電話関連機能（ph
one-related functionality）に限定された機能を有するアクセスレベルに関連付けるこ
とができ、イベントは逃した電話や他の電話関連イベントである。電話関連機能は、例え
ば、電話をかけること、連絡先リストにおいて連絡先を探すことなどを含んでもよい。５
３０において、システムは、選択に応答して、選択されたロック画面ペインを表示する。
【００３８】
　例１４－例示的なイベントトリガーロック画面ペイン
　本明細書における例のいずれにおいても、ロック画面ペインはイベントに応答して選択
することができる。このようなロック画面ペインはイベントトリガーロック画面ペインと
呼ぶことができる。他のロック画面ペインと同様に、イベントトリガーロック画面ペイン
はアクセスレベルに関連付けることができる。イベントトリガーロック画面ペインは、デ
フォルトで設定されたり、例えば、ユーザー設定に基づいて定義もしくは調整されたりす
ることができる。たとえば、ユーザーは、メッセージイベントのためのメッセージアプリ
ケーションのみへのアクセスを許可するアクセスレベルとともにイベントトリガーロック
画面ペインを定義することができる。ユーザー定義のロック画面ペイン及びアクセスレベ
ルは、ユーザーが迅速にリソースの任意のセットのリソースにアクセスすることを可能に
することができる。
【００３９】
　他のロック画面ペインと同様に、イベントトリガーロック画面ペインは、コンピューテ
ィングデバイスをロック解除状態に入らせる（例えば、実施例及び／又はユーザー設定に
応じて）任意の種類のロック解除入力を受け取ることができる。たとえば、イベントトリ
ガーロック画面ペインは、ジェスチャー入力（例えば、特定のパターンに従う１つ又は複
数のジェスチャー）を受け取って、ユーザーを認証するためにその受け取られたジェスチ
ャーを予期されるジェスチャー入力と比較することができ、また、イベントトリガーロッ
ク画面ペインは、パスワードやＰＩＮ入力を受け取って、ユーザーを認証するためにその
受け取られた入力を予期されるパスワードやＰＩＮ入力と比較することができる。ジェス
チャー入力は、パスワード入力などの他の種類のロック解除入力以外の機能へのより迅速
なアクセスを可能にするためにイベントトリガーロック画面ペインにとって有用である。
予期されるロック解除入力は、例えば、ユーザー設定に基づいて調節可能である。
【００４０】
　図６は、コンピューティングデバイスの多重アクセスレベルロック画面ユーザーインタ
ーフェイスにおいて選択されるロック画面ペインを示す概念図である。状態６９２におい
て、ロック画面ペイン６１０が選択され、表示領域６００に示される。ロック画面ペイン
６１０は、ロック画面ペイン中のテキスト（「フルアクセス」）で示されるように、コン
ピューティングデバイスへのフルアクセスに関連付けられる。状態６９４において、ロッ
ク画面ペイン６２０が選択され、表示領域６００に示される。ロック画面ペイン６２０は
メッセージイベントに応答して選択されている。ロック画面ペイン６２０は、ロック画面
ペイン中のテキスト（「メッセージアクセス」）で示されるように、コンピューティング
デバイスのメッセージ機能のみへのアクセスに関連付けられる。ロック画面ペイン６１０
及び６２０はまた、それぞれ、デバイスがロック状態にあることを示すグラフィカルなロ
ックアイコン６１４，６２４、パスワード入力を入れるためのテキストボックス６１２、
６２２を含む。ロック画面ペイン６２０はまた、ロック画面ペインをトリガーしたイベン
トを示す要素６２６を含む。この例において、要素６２６中の封筒のアイコンとテキスト
「１ＮＥＷ」によって示されるように、ロック画面ペイン６２０をトリガーしたイベント
は、新しいテキストメッセージである。
【００４１】
　本明細書に記載するイベントトリガーロック画面ペインは例にすぎない。任意の数のイ
ベントトリガーロック画面ペインを使用することができ、このようなペインは任意のタイ
プの入力を受け取ることができる。
【００４２】
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　例１５－技術の組み合わせを適用する例示的な方法
　図７は、本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術を実施する別の例示的な
方法７００のフローチャートであり、例えば、図１に示すようなシステムにより実施する
ことができる。
【００４３】
　７１０において、システムは、（例えば、表示領域を有するタッチスクリーン上で）複
数のロック画面ペインを含むグラフィカルユーザーインターフェイスにデフォルトのロッ
ク画面ペインを表示する。デフォルトのロック画面ペインはデフォルトのアクセスレベル
に関連付けられており、ロック状態の視覚的表示を含む。たとえば、デフォルトのロック
画面ペインは、コンピューティングデバイスへの完全なアクセスを提供するアクセスレベ
ルに関連付けられるフルアクセスロック画面ペインであってもよい。別の例として、デフ
ォルトのロック画面ペインは、コンピューティングデバイスへの部分的アクセス（例えば
、特定のアプリケーションや他のリソースへのアクセス）を提供するアクセスレベルに関
連付けられる部分アクセスロック画面ペイン（partial-access lock screen pane）であ
ってもよい。ロック状態の視覚的表示は、グラフィック（例えば、ロックアイコン）、テ
キスト、又はロック状態のいくつかの他の視覚的な表示を含んでもよい。
【００４４】
　７２０において、システムは、タッチスクリーン上でジェスチャー入力を含む選択入力
を受け取る。例えば、ジェスチャー入力は、パン又はドラッグジェスチャー（例えば、左
方向や右方向のパン又はドラッグジェスチャー）を含んでもよい。代替的に、ジェスチャ
ー入力は、タップジェスチャー、マルチタッチジェスチャー、又は他のジェスチャー入力
を含んでもよい。
【００４５】
　７３０において、システムは選択入力に基づいてデフォルトのロック画面ペイン以外の
ロック画面ペインを選択する。例えば、システムは、ジェスチャー入力が左方向のジェス
チャーを含む場合に選択されたロック画面ペインを左側に移動させて表示領域の視界に入
れることや、ジェスチャー入力が右方向のジェスチャーを含む場合に選択されたロック画
面ペインを右側に移動させて表示領域の視界に入れることや、ジェスチャーが上方向又は
下方向のジェスチャーを含む場合に選択されたロック画面ペインを上下に移動させること
などによって、ジェスチャー入力の方向に基づいてロック画面ペインを選択することがで
きる。別の例として、システムは、速度又は位置（例えば、タッチスクリーン上でのタッ
プジェスチャーの画面座標）などのジェスチャー入力の他の特性に基づいて、ロック画面
ペインを選択することができる。
【００４６】
　７４０において、システムは選択されたロック画面ペインを表示する。選択されたロッ
ク画面ペインはデフォルトのアクセスレベルとは異なるアクセスレベルに関連付けられる
。例えば、選択されたロック画面ペインは、ウェブブラウザーや他のアプリケーションな
どの個々のアプリケーションへのアクセスに対応するアクセスレベルに関連付けることが
でき、デフォルトのアクセスレベルは、コンピューティングデバイス上のすべてのアプリ
ケーションへのアクセスを提供する。別の例として、選択されたロック画面ペインは、コ
ンピューティングデバイス上のすべてのアプリケーションへのアクセスに対応するアクセ
スレベルに関連付けることができ、デフォルトのアクセスレベルは、ウェブブラウザーや
他のアプリケーションなどの個々のアプリケーションのみへのアクセスを提供する。
【００４７】
　７５０において、システムは選択されたロック画面ペインにおいてロック解除入力を受
け取る。例えば、システムは、選択したロック画面ペイン内のテキストボックスにパスワ
ード又はＰＩＮ入力を受け取ることができ、それはユーザーを認証するために使用するこ
とができる。別の例として、システムは、ユーザーを認証するために使用することができ
るジェスチャー入力を受け取ることができる。又は、他のロック解除入力を使用すること
ができる。
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【００４８】
　７６０において、システムは、選択されたロック画面ペインに関連付けられるアクセス
レベルに対応する機能を有効にするのにロック解除入力が十分であるか否かを判定する。
例示的には、この判定は、受け取られたロック解除入力を予期されるロック解除入力と比
較することを含む。例えば、予期されるロック解除入力が特定のパターンに従うジェスチ
ャーである場合、システムは、受け取ったジェスチャー入力をデジタル署名に変換し、そ
れを予期されるジェスチャーに対応するデジタル署名と比較することができる。別の例と
して、予期されるロック解除入力がパスワードである場合、システムは、受け取られたパ
スワードを予期されるパスワードと比較することができる。 
【００４９】
　７７０において、システムは、判定ステップに応答してロック状態を終了する。例えば
、受け取られたロック解除入力が予期されるロック解除入力に一致する場合、システムは
ロック状態を終了してロック解除状態（例えば、ユーザーが選択したロック画面ペインに
対応するアクセスレベルでコンピューティングデバイスにアクセスすることができるロッ
ク解除状態）に入る。７８０において、システムは、ロック状態が終了したという視覚的
な指示を表示する。例えば、ロック画面ペインに存在したグラフィカルなロックアイコン
が、ロック状態が終了したという指示として、表示領域から消されてもよいし、また、他
の視覚的表示を使用することができる。７９０において、システムは、選択されたロック
画面ペインに関連付けられるアクセスレベルに対応する機能を有効にする。例えば、シス
テムは、他の機能がロックされたままにされつつ、ウェブブラウザーや他のアプリケーシ
ョンなどの個々のアプリケーションに関してロック解除状態に入ることができ、また、シ
ステムは他のタイプやレベルの機能を有効にしてもよい。
【００５０】
　例１６－技術の組み合わせを使用する例示的なシステム
　図８は、本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術を実施する別の例示的な
システム８００のブロック図である。１つ又は複数のコンピューティングデバイスがシス
テム８００を実施してもよい。
【００５１】
　例において、多重アクセスレベルロック画面ＵＩ８１０は４つのロック画面ペインを含
む。コンピューティングデバイスがキーロック状態又はデバイスロック状態にある間、Ｕ
Ｉはセキュア層で動作することができる。ロック画面ペイン８１２はメインロック画面ペ
インとしてラベル付けされ、コンピューティングデバイスの機能へのフルアクセスを提供
するアクセスレベルに関連付けられるデフォルトのロック画面ペインとして機能する。例
えば、コンピューティングデバイスが最初にロック状態に入るとき、ロック画面ペイン８
１２が表示されてもよい。ロック画面ペイン８１４はイベントトリガーロック画面ペイン
である。例えば、ロック画面ペイン８１４に関連付けられるイベントが発生したとき、ロ
ック画面ペイン８１４が選択されて表示されてもよい。ロック画面ペイン８１６、８１８
はユーザー定義のロック画面ペインである。例えば、ユーザーは、ロック画面ペインとロ
ック画面ペインに関連付けられるアクセスレベルとを定義するために設定を調整すること
ができる。このようなアクセスレベルはユーザー定義のアクセスレベルのクラス（user-d
efined access level classes）によって定義することができる。このようなクラスは、
例えば、それぞれのアクセスレベルでアクセス可能なデバイスアプリケーションや他のリ
ソースのサブセット、予期されるロック解除入力（例えば、パスワード、コードなど）、
及び／又は対応するロック画面ペインのラベルなどの他の情報、の定義を含んでもよい。
一旦定義されると、ユーザー定義のロック画面ペインがロック画面ＵＩ８１０に追加され
てもよい。また、システム８００は、より多くの又はより少ないロック画面ペイン、又は
異なるロック画面ペインを有してもよい。
【００５２】
　ロックマネージャー８２０は、システムキーロックマネージャー８２２、システムデバ
イスロックマネージャー８２４及びデバイスロック状態ストア８２６を備える。システム
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キーロックマネージャー８２２は、コンピューティングデバイスのキーのロック又はロッ
ク解除などのキーロック操作を管理する。キーロック状態では、デバイスは、キーから他
の入力を受け取る前にデバイスのキーをロック解除するための特定の入力を要求すること
ができる。そのような入力は、例えば、ロック画面ペインを選択したり、特定のアクセス
レベルに関してデバイスをロック解除したりするためにキーベースの入力を受け取る前に
要求されてもよい。タッチスクリーンを備えたデバイスのデバイスロックマネージャーも
また画面ロックマネージャーを有してもよい。画面ロック状態では、デバイスは、タッチ
スクリーンからの他の入力を受け取る前にデバイスのタッチスクリーンのロックを解除す
るために特定の入力を要求することができる。このような入力は、例えば、ロック画面ペ
インを選択したり、特定のアクセスレベルに対してデバイスをロック解除したりするため
にジェスチャー入力を受け取る前に要求することができる。
【００５３】
　デバイスロックマネージャー８２４はデバイスロックアクションを管理することができ
る。例えば、デバイスロックマネージャー８２４は、パスワードや他のロック解除入力が
デバイスをロック解除するのに十分であるかどうかを決定するために、又は他のデバイス
のロックアクションを行うときに、ロック画面ペイン（例えば、ロック画面ペイン８１２
、８１４、８１６、８１８）を選択するため、デバイスロック状態ストア８２６とインタ
ラクトすることができる。デバイスロック状態ストア８２６は、ユーザー定義のアクセス
レベル及びロック画面ペイン、デフォルトのアクセスレベル及びロック画面ペイン、イベ
ントトリガーアクセスレベル及びロック画面ペイン、予期されるロック解除入力、及び／
又は他の情報の定義を含んでもよい。デバイスロックマネージャー８２４はまた、デバイ
スロックアクションを管理するために他の情報を使用することができる。たとえば、デバ
イスロックマネージャー８２４は、ロック画面ペインを選択する際に、ユーザー入力（例
えば、ジェスチャー入力）やイベント情報（例えば、新しいメッセージや他のイベントの
指示）を分析することができる。別の例として、デバイスロックマネージャー８２４は、
ロック画面ペインを選択する際に、１人又は複数のユーザーからの過去の使用データなど
の情報を分析することができる。たとえば、ユーザーが大きな頻度で同じロック画面ペイ
ンを選択するジェスチャー入力を使用した場合、デバイスロックマネージャー８２４は、
そのロック画面ペインをデフォルトのロック画面ペインとして設定することができる。代
替的に、デバイスロックマネージャー８２４を省略することができ、ロック画面ペインの
選択などのデバイスロック動作は他の場所（例えば、デバイスシェルＵＩ８３０）で処理
されてもよい。
【００５４】
　デバイスロックマネージャー８２４は、対応するアクセスレベルを反映するアクセスレ
ベルストア８５０に現在のアクセスレベル情報を格納することができる。例えば、デバイ
スが選択されたロック画面ペインを介してロック解除されるとき、アクセスレベルストア
８５０内のアクセスレベル情報は、選択されたロック画面ペインに対応するアクセスレベ
ルを反映するように更新することができる。デバイスがロック解除状態からロック状態に
入るとき、又はデバイスが異なるアクセスレベルを持つ異なるロック解除状態に入るとき
、アクセスレベル情報も更新することができる。リソースマネージャー８４０は、どのリ
ソース（例えば、アプリケーション）にアクセスすることができるかを決定するために、
アクセス・ベルストア８５０内のアクセスレベル情報を使用することができる。特定のア
クセスレベルでアクセス可能なリソースのリストはリソースの「ホワイトリスト」と呼ぶ
ことができる。リソースマネージャー８４０はまた、デバイスシェルＵＩ８３０と通信す
ることができる。例えば、アクセスレベルストア８５０内のアクセスレベル情報が、メッ
セージアプリケーションのみが現在のアクセス・レベルで使用することができることを示
している場合、リソースマネージャー８４０は、メッセージアプリケーションを起動させ
てメッセージアプリケーションのみがデバイスシェルＵＩ８３０を介してユーザーに見せ
られる（公開される、exposed）べきであることを指定するために、デバイスシェルＵＩ
８３０と通信することができる。別の例として、アクセスレベルストア８５０内のアクセ
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スレベル情報がいくつかのリソースが現在のアクセスレベルで使用することができること
を示している場合、リソースマネージャー８４０は、使用できない他のリソースを隠した
まま、使用可能なリソースがリストされるように、デバイスシェルＵＩ８３０と通信する
ことができる。
【００５５】
　この例では、リソース８６０の４つのグループが示される。リソース８６０は、メッセ
ージアプリケーション８６１、電話アプリケーション８６２、ウェブブラウザーアプリケ
ーション８６３、一般的なデバイス設定８６４、ロック画面設定８６５、及び他のアプリ
ケーション８６６、８６７、８６８を含む。「アクセスレベル１」とラベル付けされるグ
ループは、ロック画面ペイン８１２に対応し、リソース８６０の全てを含む。アクセスレ
ベル１は、一般的なデバイス設定８６４、ロック画面設定８６５などの、この例に示され
る他のアクセスレベルのうちの任意のもので利用できないいくつかのリソースを含む。
【００５６】
　デバイスがアクセスレベル１でロック解除されると、ユーザーは、ロック画面設定８６
５を調節して、ロック画面ペインを作成又は編集し、アクセスレベル及びその対応するリ
ソースを作成または編集し、多重アクセスレベルロック画面ＵＩ８１０に関連した他の設
定を調節することができる。ロック設定画面８６５は、例えば、デバイスロック状態スト
ア８２６又はアクセスレベルストア８５０内の情報を更新するために使用することができ
る。
【００５７】
　「アクセスレベル２」とラベル付けされたグループは、イベントトリガーロック画面ペ
イン８１４に対応し、メッセージアプリケーション８６１のみを含む。ユーザー定義のロ
ック画面ペインとしてラベル付けされていないが、イベントトリガーロック画面ペイン８
１４の特性とそれに対応するアクセスレベルは、ユーザー設定に従って調整することがで
きる。「アクセスレベル３」というラベルの付いたグループは、ユーザー定義のロック画
面ペイン８１６に対応し、メッセージアプリケーション８６１と電話アプリケーション８
６２を含む。「アクセスレベル４」というラベルの付いたグループは、ユーザー定義のロ
ック画面ペイン８１８に対応しており、ウェブブラウザーアプリケーション８６３のみを
含む。リソースのこれらのグループは例にすぎない。実際には、任意の数のグループを任
意の構成で用いることができる。
【００５８】
　例１７－パラメーター制御のための例示的なユーザーインターフェイス
　図９は、本明細書に記載の多重アクセスレベルロック画面技術に関連するロック画面設
定及び／又は他のパラメーターの入力を受け取る例示的なユーザーインターフェイス９１
０の図である。ユーザーインターフェイス９１０は、アクセスレベルに関連付けられるリ
ソースをユーザーが選択できる選択領域９８０を含む。例において、ユーザーは、他のリ
ソース（「電話発信（OUTGOING CALL）」と「ウェブブラウザー」）を選択しないまま、
選択領域９８０内で、アクセスレベル（「アクセスレベル２」）のためのリソースとして
、「メッセージアプリケーション」を選択している。ユーザーインターフェイス９１０を
介してユーザーによって提供され得るさらなる情報は、新しいアクセスレベルやロック画
面ペイン、ロック画面ペインの予期されるロック解除入力等の定義を含んでもよい。
【００５９】
　例１８－例示的なジェスチャー
　本明細書の実施例のいずれにおいても、ユーザー入力は、タッチスクリーン上の１つ又
は複数のジェスチャーを含んでもよい。タッチベースの（touch-based）ＵＩシステムは
、タッチスクリーン上の１つ又は複数の接触点からの入力を受け取り、どのようなジェス
チャーが行われたかを決定するために入力を使用することができる。例えば、タッチベー
スのＵＩシステムは、ジェスチャーの速度に基づいて、ドラッグジェスチャーやフリック
ジェスチャーなどのタッチスクリーン上の異なるジェスチャーを区別することができる。
ユーザーがタッチスクリーンに触れて、タッチスクリーンとの接触を維持したまま移動を
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開始すると、タッチベースのＵＩシステムは、ユーザーがタッチスクリーンとの接触を維
持して移動し続ける間、入力を入れ続けることができる。接触点の位置を更新することが
でき、移動レート（速度）を監視することができる。物理的な移動が終了する（例えば、
ユーザーがタッチスクリーンとの接触を断つ）と、システムは、タッチスクリーンとの接
触を断ったときにユーザーの指、スタイラスなどがどれくらい速く動いていたか、動作の
速度がしきい値を超えたかどうかを決定することによって、モーションをフリックとして
解釈すべきかどうかを決定することができる。検出すべき（すなわち、フリックジェスチ
ャーをドラッグジェスチャーと区別するための）フリックのしきい値速度は、実施例に応
じて変えることができる。
【００６０】
　ドラッグジェスチャーの場合、システムは、（例えば、ユーザーの指によってコンテン
ツが直接移動されるという印象を与えるために）ドラッグの量でコンテンツを移動するこ
とができる。フリックジェスチャーの場合（例えば、ユーザーがタッチスクリーンとの接
触を断ったときにユーザーがより速く動いていた場合）、システムは、コンテンツのジェ
スチャー後の位置を決定するためにシミュレートされた慣性を使用して、コンテンツがジ
ェスチャーが終了したのちに移動し続けることを可能にすることができる。ドラッグ及び
フリックジェスチャーなどのジェスチャーは、表示領域におけるコンテンツの移動を引き
起こすために通常使用されるが、そのようなジェスチャーはまた、コンテンツのいかなる
直接的な移動も引き起こすことなく、他の目的のための入力として受け取られてもよい。
例えば、ジェスチャーは、多重アクセスレベルロック画面システムにおいて機能をロック
解除するために使用することができる。
【００６１】
　タッチベースＵＩシステムはまた、ユーザーが特定の場所においてタッチスクリーンに
触れるがタッチスクリーンとの接触を断つ前に指、スタイラスなどを移動しない場合など
に、タップジェスチャーやタッチジェスチャーを検出してもよい。別の選択肢として、タ
ップジェスチャーやタッチジェスチャーにおいてタッチパネルとの接触を断つ前に、小さ
なしきい値内で、ある動作が許可される。タッチベースのシステムはまた、タッチスクリ
ーン上の複数の接触点でなされたマルチタッチジェスチャーを検出することができる。
【００６２】
　実施例及び／又はユーザーの選択に応じて、ジェスチャーの方向は、異なる方法で解釈
することができる。例えば、デバイスは、水平面の上又は下に大きく広がる斜めの動きで
あっても、左又は右への任意の動きを、有効な左方向又は右方向の動きとして解釈するこ
とができ、また、システムは、より正確な動きを必要としてもよい。別の例として、デバ
イスは、垂直面の右又は左へ大きく広がる斜めの動きであっても、任意の上向き又は下向
きの動きを、有効な上向き又は下向きの動きとして解釈することができ、また、システム
はより正確な動きを必要としてもよい。別の例として、上向き／下向きの動きは、斜めの
動きのエフェクトのために、左／右の動きと組み合わされてもよい。多次元のジェスチャ
ー（例えば、水平方向の動きとそれに続く垂直方向の動きなどの、複数の次元の動きの組
み合わせを含むジェスチャー）を用いることもできる。
【００６３】
　デバイスが動作を特定のジェスチャーとして認識するのに必要なユーザーの動きの実際
の量と方向は、実施例やユーザー選択に応じて変えることができる。例えば、ユーザーは
、タッチスクリーンの感度調節を調整することができ、その結果、コントロールの設定に
依存して、タッチスクリーン上での指先やスタイラスの異なる大きさや形状の動きが、同
じ効果をもたらすための同一のジェスチャーとして解釈されたり、異なる効果をもたらす
異なるジェスチャーとして解釈されたりする。
【００６４】
　本明細書に記載のジェスチャーは例にすぎない。実際には、本明細書に記載の任意のジ
ェスチャーや他のジェスチャーを、本明細書に記載された技術を実施する際に使用するこ
とができる。記載される技術やツールは、タッチスクリーン上の任意の数の接触点での、
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任意のサイズ、速度、又は方向のジェスチャーに合わせることができる。
【００６５】
　例１９－例示的な表示領域
　本明細書の実施例のいずれにおいても、視覚情報は、表示領域での表示のためにレンダ
リングすることができる。表示領域は、視覚情報を表示するように構成されるデバイスの
任意の領域とすることができる。表示領域は、例えば、入力機能と出力機能を組み合わせ
るタッチスクリーンの表示領域や、タッチ入力機能のないデスクトップコンピューターや
ラップトップコンピューターのディスプレイなどの、出力のみのために使用されるディス
プレイの表示領域を含んでもよい。記載された技術及びツールは、任意のサイズ、形状又
は構成の表示領域で使用することができる。
【００６６】
　例２０－例示的なタッチスクリーン
　本明細書の実施例のいずれにおいても、タッチスクリーンは、ユーザー入力に使用する
ことができる。タッチスクリーンはさまざまな方法で入力を受け取ることができる。例え
ば、物体（例えば、指先）が表面に流れる電流を歪めたり遮断したりする場合、容量性タ
ッチスクリーン（capacitive touchscreen）は、タッチ入力を検出することができる。別
の例として、物体（例えば、指先又はスタイラス）からの圧力が物理的な表面の圧迫を生
じさせるとき、抵抗性タッチスクリーン（resistive touchscreen）は、タッチ入力を検
出することができる。別の例として、光センサーからのビームが遮断されるとき、タッチ
スクリーンは、光センサーを使用してタッチ入力を検出することができる。画面の表面と
の物理的接触は、あるタッチスクリーンによって入力が検出されるのには必要ない。ユー
ザー入力を生成するための何らかの方法でのタッチスクリーンへの接触（又は、物理的接
触を必要としない場合には、タッチスクリーンの近傍の十分近くに来る）行為を、ジェス
チャーと呼ぶことができる。記載された技術及びツールは、任意のサイズ、形状又は構成
のタッチスクリーンで使用することができる。
【００６７】
　例２１－例示的なユーザー入力
　本明細書の実施例のいずれにおいても、ユーザーは、さまざまなユーザー入力を介して
デバイスとインタラクトすることができる。例えば、ユーザーは、タッチスクリーンとイ
ンタラクトすることによりユーザー入力を提供することができる。代替的に、又はタッチ
スクリーン入力と組み合わせて、ユーザーは、キーパッド又はキーボードのボタン（例え
ば方向ボタン）を押したり、トラックボールを動かしたり、マウスでポインティングやク
リックをしたり、音声コマンドを作成したりなどして、他の方法でユーザー入力を提供す
ることができる。本明細書に記載の技術は、任意のユーザー入力で機能するように実施す
ることができる。
【００６８】
　例２２－例示的なコンピューティング環境 
　図１０は、記載された技術を実施することができる適切なコンピューティング環境１０
００の一般的な例を示す。本技術は多様な汎用又は専用コンピューティング環境で実施す
ることができるので、コンピューティング環境１０００は、用途や機能の範囲に関してい
かなる限定を示唆するようにも意図されない。
【００６９】
　図１０を参照すると、コンピューティング環境１０００は、メモリー１０２０に結合さ
れた少なくとも１つの処理装置１０１０を備える。図１０において、この基本的な構成１
０３０が破線内に含まれる。処理装置１０１０は、コンピューター実行可能命令を実行し
、実際の又は仮想のプロセッサーであってもよい。マルチプロセッシングシステムでは、
複数の処理装置が処理能力を増大させるためにコンピューター実行可能命令を実行する。
メモリー１０２０は、揮発性メモリー（例えば、レジスター、キャッシュ、ＲＡＭ）、不
揮発性メモリー（例えば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリーなど）、又はこの
２つの何らかの組み合わせとすることができる。メモリー１０２０は、本明細書に記載の
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技術のうちの任意のものを実施するソフトウェア１０８０に格納することができる。
【００７０】
　コンピューティング環境はさらなる特徴を有してもよい。例えば、コンピューティング
環境１０００は、ストレージ１０４０、１つ又は複数の入力デバイス１０５０、１つ又は
複数の出力デバイス１０６０、及び１つ又は複数の通信接続１０７０を含む。バス、コン
トローラー、又はネットワークなどの相互接続機構（図示せず）は、コンピューティング
環境１０００のコンポーネントを相互接続する。例示的に、オペレーティングシステムソ
フトウェア（図示せず）は、コンピューティング環境１０００で実行される他のソフトウ
ェアの動作環境を提供し、コンピューティング環境１０００のコンポーネントの活動を調
整する。
【００７１】
　ストレージ１０４０は、取り外し可能又は取り外し不能であってもよく、情報を格納す
るのに使用することができ、コンピューティング環境１０００内でアクセスできる、磁気
ディスク、磁気テープや磁気カセット、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ、任意の他の
コンピューター読み取り可能な媒体を含む。ストレージ１０４０は、本明細書に記載され
た技術のうちの任意のもののための命令を含むソフトウェア１０８０を格納することがで
きる。
【００７２】
　入力デバイス１０５０は、コンピューティング環境１０００に入力を提供する、キーボ
ード、マウス、ペン、トラックボール、音声入力デバイス、スキャンデバイス、又は別の
デバイスなどのタッチ入力デバイスであってもよい。出力デバイス１０６０は、コンピュ
ーティング環境１０００からの出力を提供する、ディスプレイ、プリンター、スピーカー
、ＣＤライターやＤＶＤライター、又は別のデバイスとすることができる。タッチスクリ
ーンなどのいくつかの入力／出力デバイスは、入力機能と出力機能の両方を含んでもよい
。
【００７３】
　通信接続１０７０は、通信機構を介した別のコンピューティングエンティティへの通信
を可能にする。通信機構は、コンピューター実行可能命令、音声／動画もしくは他の情報
、又は他のデータなどの情報を伝達する。限定ではなく例として、通信機構は、電気、光
、ＲＦ、赤外線、音響、又は他の搬送波で実行される有線又は無線技術を含む。
【００７４】
　本明細書に記載の技術は、対象の実際の又は仮想のプロセッサー上でコンピューティン
グ環境において実行されるプログラムモジュールに含まれるものなどのコンピューター実
行可能命令の一般的なコンテキストで説明することができる。一般に、プログラムモジュ
ールは、特定のタスクを実行するか又は特定の抽象データ型を実施する、ルーチン、プロ
グラム、ライブラリー、オブジェクト、クラス、コンポーネント、データ構造などを含む
。プログラムモジュールの機能は、様々な環境において所望のように組み合わせたり、プ
ログラムモジュール間で分割したりすることができる。プログラムモジュールのコンピュ
ーター実行可能命令は、ローカルの又は分散されたコンピューティング環境内で実行する
ことができる。
【００７５】
　例２３－例示的な実施環境
　図１１は、記載された実施例、技法、技術を実施することができる、適切な実施環境１
１００の一般化された例を示す。例示的な環境１１００において、様々なタイプのサービ
ス（例えば、コンピューティングサービス１１１２）がクラウド１１１０によって提供さ
れる。例えば、クラウド１１１０は、インターネットなどのネットワークを介して接続さ
れた様々なタイプのユーザー及びデバイスへクラウドベースのサービスを提供する、集中
化されていてもよいし分散されてもよい、一群のコンピューティングデバイスを含んでも
よい。クラウドコンピューティング環境１１００は、コンピューティングタスクを実行す
るために異なる方法で使用することができる。例えば、記載された技術及びツールを参照
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すると、ユーザー入力を処理することやユーザーインターフェイスを提示することなどの
いくつかのタスクは、ローカルのコンピューティングデバイス上で実行することができる
一方、その後の処理で使用されるデータの格納などの他のタスクは、クラウド内の他の場
所で行うことができる。
【００７６】
　例示的な環境１１００では、クラウド１１１０は、さまざまな画面機能１１２０Ａ－Ｎ
をもつ接続されたデバイスのためにサービスを提供する。接続されたデバイス１１２０Ａ
は中型の画面をもつデバイスを表す。例えば、接続されるデバイス１１２０Ａは、デスク
トップコンピューター、ラップトップ、ノートブック、ネットブック等のパーソナルコン
ピューターであってもよい。接続されたデバイス１１２０Ｂは小型の画面をもつデバイス
を表す。例えば、接続されたデバイス１１２０Ｂは、携帯電話、スマートフォン、パーソ
ナルデジタルアシスタント、タブレットコンピューター等であってもよい。接続されたデ
バイス１１２０Ｎは大画面を持つデバイスを表す。たとえば、接続されたデバイス１１２
０Ｎは、テレビ（例えば、スマートテレビ）、テレビやプロジェクタースクリーンに接続
される他のデバイス（例えば、セットトップボックスやゲームコンソール）であってもよ
い。
【００７７】
　様々なサービスを、１つ又は複数のサービスプロバイダー（図示せず）を介してクラウ
ド１１１０によって提供することができる。例えば、クラウド１１１０は、種々の接続さ
れたデバイス１１２０Ａ－Ｎのうちの１つ又は複数に対して、モバイルコンピューティン
グに関連するサービスを提供することができる。クラウドサービスは、画面サイズ、表示
能力、又は特定の接続されたデバイス（例えば、接続されたデバイス１１２０Ａ－Ｎ）の
他の機能に対してカスタマイズすることができる。例えば、クラウドサービスは、画面サ
イズ、入力デバイス、及び通常はモバイルデバイスに関連付けられる通信帯域幅の制限を
考慮することにより、モバイルデバイスに対してカスタマイズすることができる。
【００７８】
　例２４－例示的なモバイルデバイス
　図１２は、１２０２において一般的に示される、さまざまなオプションのハードウェア
及びソフトウェアコンポーネントを含む例示的なモバイルデバイス１２００を示すシステ
ム図である。説明を容易にするためにすべての接続が示されてはいないが、モバイルデバ
イス内の任意のコンポーネント１２０２は、任意の他のコンポーネントと通信することが
できる。モバイルデバイスは、さまざまなコンピューティングデバイス（例えば、携帯電
話、スマートフォン、ハンドヘルドコンピューター、パーソナルデジタルアシスタント（
ＰＤＡ）等）のうちの任意のものであってもよく、セルラーネットワークや衛星ネットワ
ークなどの１つ又は複数のモバイル通信ネットワーク１２０４との無線の双方向通信を可
能にすることができる。
【００７９】
　図示されたモバイルデバイスは、信号符号化、データ処理、入出力処理、電力制御、及
び／又は他の機能などのタスクを実行するための、コントローラー又はプロセッサー１２
１０（例えば、信号プロセッサー、マイクロプロセッサー、ＡＳＩＣ、又は他の制御回路
及び処理論理回路）を含んでもよい。オペレーティングシステム１２１２は、コンポーネ
ント１２０２の割り当てや使用及び１つ又は複数のアプリケーションプログラム１２１４
のサポートを制御することができる。アプリケーションプログラムは、一般的なモバイル
コンピューティングアプリケーション（例えば、電子メールアプリケーション、カレンダ
ー、コンタクトマネージャー、ウェブブラウザー、メッセージアプリケーションを含む）
、又は任意の他のコンピューティングアプリケーションを含んでもよい。
【００８０】
　図示されたモバイルデバイスはメモリー１２２０を含んでもよい。メモリー１２２０は
取り外し不能なメモリー１２２２及び／又は取り外し可能なメモリー１２２４を含んでも
よい。取り外し不能なメモリー１２２２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリー、ディ
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スクドライブ、又は他の周知のメモリーストレージ技術を含んでもよい。取り外し可能な
メモリー１２２４は、フラッシュメモリー、ＧＳＭ（登録商標）通信システムにおいて周
知の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、又はスマートカードなどの他の周知のメモ
リー記憶技術を含んでもよい。メモリー１２２０は、オペレーティングシステム１２１２
やアプリケーション１２１４を実行するためのデータ及び／又はコードを格納するために
使用することができる。例として、データは、ウェブページ、テキスト、画像、サウンド
ファイル、ビデオデータ、又は１つ又は複数の有線又は無線ネットワークを介して１つ又
は複数のネットワークサーバー又は他のモバイルデバイスと送受信される他のデータセッ
トを含んでもよい。メモリー１２２０は、国際移動体加入者識別番号（ＩＭＳＩ）などの
加入者識別子、国際移動体識別子（ＩＭＥＩ）などの機器識別子を格納するために使用す
ることができる。そのような識別子は、ユーザーや機器を識別するために、ネットワーク
サーバーに送信することができる。
【００８１】
　モバイルデバイスは、タッチスクリーン１２３２、マイクロフォン１２３４、カメラ１
２３６、物理キーボード１２３８及び／又はトラックボール１２４０などの１つ又は複数
の入力デバイス１２３０、並びにスピーカー１２５２、ディスプレイ１２５４などの１つ
又は複数の出力デバイス１２５０をサポートすることができる。他の可能な出力デバイス
（図示せず）は、圧電又は他の触覚出力デバイスを含んでもよい。いくつかのデバイスは
複数の入出力機能を提供してもよい。例えば、タッチスクリーン１２３２及びディスプレ
イ１２５４は単一の入出力デバイスに組み合わせることができる。
【００８２】
　タッチスクリーン１２３２はさまざまな方法で入力を受け取ることができる。例えば、
物体（例えば、指先）が表面に流れる電流を歪めたり遮断したりする場合、容量性タッチ
スクリーンは、タッチ入力を検出することができる。別の例として、物体（例えば、指先
又はスタイラス）からの圧力が物理表面の圧迫を生じさせるとき、抵抗性タッチスクリー
ンは、タッチ入力を検出することができる。別の例として、光センサーからのビームが遮
断されるとき、タッチスクリーンは、光センサーを使用してタッチ入力を検出することが
できる。画面の表面との物理的接触は、あるタッチスクリーンによって入力が検出される
のには必要ない。
【００８３】
　当技術分野でよく理解されているように、無線モデム１２６０は、アンテナ（図示せず
）に結合することができ、プロセッサー１２１０と外部デバイスとの間の双方向通信をサ
ポートすることができる。モデム１２６０は、一般的に示されており、モバイル通信ネッ
トワーク１２０４と通信するためのセルラーモデム及び／又は他の無線ベースのモデム（
例えば、ブルートゥース（Bluetooth）（商標）やＷｉ－Ｆｉ（商標））を含んでもよい
。無線モデム１２６０は、例示的に単一のセルラーネットワーク内、複数のセルラーネッ
トワーク間、又はモバイルデバイスと公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）との間でのデータ通信
や音声通信のための、ＧＳＭ（登録商標）ネットワークなどの１つ又は複数のセルラーネ
ットワークとの通信用に構成される。
【００８４】
　モバイルデバイスは、さらに、少なくとも１つの入出力ポート１２８０、電源１２８２
、全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機などの衛星ナビゲーションシステム受信機１２８
４、加速度計１２８６、（アナログ又はデジタル信号を無線送信するための）トランシー
バー１２８８、及び／又は、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４（ファイヤーワイヤー（商
標））ポート、及び／又はＲＳ－３３２ポートであってもよい物理コネクター１２９０を
含んでもよい。コンポーネントは除去することができるし他のコンポーネントを追加する
こともできるので、図示されるコンポーネント１２０２は、必須のものではなく、包括的
なものではない。
【００８５】
　コンピューター読み取り可能な媒体への格納
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　本明細書に記載の記憶動作の任意のものは、１つ又は複数のコンピューター読み取り可
能な媒体（例えば、コンピューター読み取り可能な記憶媒体や他の有形の媒体）に格納す
ることによって実行することができる。
【００８６】
　記憶されるものとして説明された任意のものは、１つ又は複数のコンピューター読み取
り可能な媒体（例えば、コンピューター読み取り可能な記憶媒体又は他の有形の媒体）に
格納することができる。
【００８７】
　コンピューター読み取り可能な媒体における方法
　本明細書に記載の任意の方法は、１つ又は複数のコンピューター読み取り可能な媒体（
例えば、コンピューター読み取り可能な記憶媒体又は他の有形の媒体）中の（例えば、符
号化された）コンピューター実行可能命令によって実行することができる。このような命
令は、コンピューターに方法を実行させることができる。本明細書に記載の技術は様々な
プログラミング言語で実施することができる。
【００８８】
　コンピューター読み取り可能な記憶デバイスにおける方法
　本明細書に記載された方法の任意のものは、１つ又は複数のコンピューター読み取り可
能な記憶装置（例えば、メモリー、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ等）に格納された
コンピューター実行可能命令によって実行することができる。このような命令は、コンピ
ューターに方法を実行させることができる。
【００８９】
　代替例
　任意の例の技術を、他の例のいずれか１つ又は複数に記載の技術と組み合わせることが
できる。開示された技術の原理を適用することができる多くの可能な実施例を考慮すれば
、説明された実施例が開示された技術の例であり、開示された技術の範囲を限定するもの
として解釈されるべきではないことが理解されるべきである。そのようなものではなく、
開示された技術の範囲は、特許請求の範囲によって対象とされるものを含む。したがって
、請求項の範囲及び趣旨に含まれるすべてのものが本発明として請求される。
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